
平野区青少年指導員要綱 

 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大阪市青少年指導員制度実施要綱（以下「市要綱」という。）に基づき、

平野区における青少年指導員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定数） 

第２条 青少年指導員の定数は２５４名とする。 

 

（業務） 

第３条 青少年指導員は、次に掲げる業務を行う。 

（１）青少年問題に関する街頭啓発や研修会の開催     

（２）非行防止のための夜間等の巡視パトロール（指導ルーム活動） 

（３）青少年実態調査                  

（４）青少年関係団体の運営・活動についての助言指導   

（５）地域活動の担い手となるユースリーダーの育成    

（６）青少年の多様な体験行事の開催           

 （７）その他青少年の健全育成に関する活動        

 

（任期） 

第４条 市要綱第 3条但書の規定は追加で補充委嘱される新任者にも適用する。また、２年間

の任期終了後の再任を妨げない。 

 

（協議会） 

第５条 市要綱第 7条第１項に規定する地域協議会は、別表のとおりとする。 

２ 指導員活動の効果的推進と指導員相互の連絡調整をはかるため、市要綱第 7 条第 3 項の 

規定に基づき、区に区青少年指導員連絡協議会（以下「区連絡協議会」という。）を置く。 

３ 委嘱業務にかかる区連絡協議会の事務は、青少年指導員と連携して区役所において処理す

る。なお、詳細については別途規定する。 

 

（選考） 

第６条 青少年指導員の選考にあたっては、各地域活動協議会または各連合振興町会から 

候補者を選考のうえ、平野区長に推薦する。 

 

（選考基準） 

第７条 青少年指導員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満た



し、活動が可能なものを選考する。 

（１）当区に生活または仕事・学業の根拠を有する者 

（２）青少年問題に深い関心と熱意を持つ者 

（３）年齢満 18歳以上 50歳未満の者 

 

（細則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、青少年指導員に関し必要な事項は、区長が定める。 

 

附 則 

１ この要綱は平成 26年 4月 1日から施行する。 

２ 青少年指導員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。 

 

（施行期日） 

この要綱は令和２年３月１日から改正施行する。 

 

（施行期日） 

この要綱は令和６年４月１日から改正施行する。 

 

 



別表 

平野地区青少年指導員会 

平野西地区青少年指導員会 

新平野西地区青少年指導員会 

平野南地区青少年指導員会 

喜連地区青少年指導員会 

喜連西地区青少年指導員会 

喜連北地区青少年指導員会 

喜連東地区青少年指導員会 

長原東地区青少年指導員会 

長吉六反地区青少年指導員会 

長吉東部地区青少年指導員会 

長吉六反東地区青少年指導員会 

長吉長原地区青少年指導員会 

長吉川辺地区青少年指導員会 

長吉出戸地区青少年指導員会 

瓜破地区青少年指導員会 

瓜破東地区青少年指導員会 

瓜破西地区青少年指導員会 

瓜破北地区青少年指導員会 

加美地区青少年指導員会 

加美南部地区青少年指導員会 

加美北地区青少年指導員会 

加美東地区青少年指導員会 

※区長が必要と認める場合には複数の地域をまとめて協議会を組織し、活動すること

ができる。 


